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第 46回定期総会 議案書 の書面表決について 
（お願い） 

  

平素より会員の皆様方には自治会活動にご支援、ご協力を賜りありがとうございます。 

さて、先日お手元へ配布しました、第 46回定期総会の議案書について、コロナ

禍まん延防止のため、3密を避けるうえで、書面表決に変更させて頂きました。  

議案書の内容をよく審査して頂き、議案書の書面表決に 承認 か 否決 のいずれかを

○で囲んで、忘れずに、必ず、集会所まで提出をお願い致します。 

何卒、ご理解、ご協力をお願い致します。 

なお、議案書の内容について疑義・質疑などの点があれば、文書にて、ブロック・

名前を記入して集会所へ提出して下さい。(ポスト投函でも可)  

後日、直接応答させて頂きます。 

   

 

 

 

 
 

県はコロナ禍感染者数が減少しつつも高止まりのため、『まん延防止等重点措置』

を再延長されました。 

これを受け、集会所の閉鎖を再延長します。 
 

      閉鎖期間：３月７日(月)～３月２１日(月)  

期間延長の可能性もあります。また、詳しくは、 
秋葉台自治会ホームページにてお知らせします。 

自治会員の皆様には、何かとご不便をおかけしますが、ご了承下さい。 

 

メ－ル     ホームページ 
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   〔不法投棄は許しません！〕 

ステーションによって出せるごみの種類は決められています。 

誤ったごみ出しは「不法投棄」です。 

この「2丁目 ST260」の事例は繰り返されており（包装プラを出せないステーション

に包装プラを投棄！）、しかも同じ人によるものと思われます。極めて残念です。 

掲示の看板を再確認してください。 

今後も監視を強化、継続いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ST260 の掲示看板】          【ST260 での事例】 

 
 
 

      ソフトボール部からのお知らせ       
 

日ごとに暖かさが増し春めいてきました。体調管理には十分気をつけてください。 

また、コロナの拡大が急激です。手洗い、うがい、マスクの着用等の基本的な

対策をお願いします。 

令和４年３月・４月の練習日程をお知らせいたします。 

令和４年 ３月１９日（土）午前９：３０～ 
令和４年 ４月 ２日（土）午前９：３０～ 
令和４年 ４月１６日（土）午前９：３０～ 
令和４年 ４月３０日（土）午前９：３０～ 

 

＊ 各自、自覚を持って行動しましょう。移らない、移さないの気持ちを持って 

無理をせずグランドで身体を動かしましょう。 

＊ まん延防止等重点措置が延期されました。不要、不急の外出は控えましょう。 

環境部 
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2月の防犯パトロールは、コロナウイルス感染予防対策で「まん延防止等重点

措置」が発出されましたので 2回共、中止になりました。 

  2月 14日（月）木津小学校で「見守り隊ありがとうの会」を開いていただきました。 

この会は学童登校時に見守りをして下さっている方たちに、

生徒さんたちが感謝の気持ちを伝えて下さる会です。  

コロナ禍の折なので代表者２名が出席し、六年生の生徒さん

たちが心を込めて作って下さった素敵なカレンダーをいただ

き感激しました。  

校長先生からも感謝の言葉を頂いています。  

これからも「登校時の生徒さんの安心・安全」に心がけて見守り活動を続けていき

たいと思っています。 

  

★ 後援会の皆様へ 

今年度もコロナ禍のため、総会は書面での表決となり、総会資料（議案書）を

配布させていただきました。 

会員の皆様、承認書のご提出ありがとうございました。  

今年度も無理のない範囲での活動をしたいと考えていますので、ご協力よろしく

お願いいたします。 

 

 

３月の防犯パトロール 

３月１２日（第２土曜日） 午前９時～ （中止） 

３月２６日（第４土曜日） 午前９時～  集会所に集合 

 

※ なお、まん延防止等重点措置が延長の時には、パトロールは中止します。 

 

 
 

★ 建築協定更新準備委員会だより その２４ 
 

建築協定更新準備委員会は、建築協定更新が市長認可を受けたことにより役割

を終え、３月末をもって解散いたします。 ３年間の活動に際し住民の皆様、関

係者の皆様のご理解、ご協力に感謝申し上げます。 

今後は運営委員会において、新しい協定内容に基づき運営を行っていくことに

なります。 

今後とも建築協定の運営に対し、ご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

ありがとうございました。  

後援会 
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日 時 ： ３月１４日(月) 10：00 ～12：00 （中止） 

場 所 ： 押部谷東地域福祉センター 

参加協力金 ： 100 円 （飲み物とお菓子） 

※ 当日、ご参加されるときはご自宅で検温をし、平熱を確認後、マスク着用と
スリッパご持参でお越しください。感染予防対策にご協力をお願いします。 

※ まん延防止等重点措置が延長して発出された場合は、中止にいたします。  

中止の場合は、掲示板、自治会ホームページでもお知らせいたします。 

 

 

押部あんしんすこやかセンター 
（ 高 齢 者 の 総 合 相 談 窓 口 ） 

 

 

認知症講演会 
これだけは押さえておきたい認知症介護 

～きほんと応用～ 

 
日 時：令和４年３月１７日（木）１３：３０～１４：３０ 

場 所：櫻ホーム西神（神戸市西区月が丘１丁目）  

講 師：徳田幸代先生 島田なつき先生 高見美保先生 

（兵庫県立大学看護学部老人看護学講座）  

対象者：認知症・要介護高齢者の家族とそのケアマネジャー 

    地域で要介護高齢者を支えているボランティア等 

※ 新型コロナウイルス感染予防の為、当日はマスク着用、 

検温のご協力をお願いします。  

風邪症状、発熱等体調不良の方は、ご参加をお控えください。 

 

◎ 申し込み希望の方は ３月１０日(木)まで に 
上記問い合わせ先までご連絡ください 

 

ふれまち協議会

 

ふれあいサロン 

問い合わせ先：☎９９８－３０２０ 


